
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

官僚制組織の動態的把握とその展開 : M.クロジエ
「官僚制現象」をめぐって

中野, 裕治

https://doi.org/10.15017/2920574

出版情報：経済論究. 39, pp.81-106, 1977-03-25. 九州大学大学院経済学会
バージョン：
権利関係：



官僚制組織の動態的把握とその展開

はじめに

-M. クロジェ「官僚制現象』をめぐって一

目次

はじめに

I 官僚制組織論の系譜

中

II 『官僚制現象』の事例研究

m 権力関係と官僚制的悪循環

N 『官僚制現象』の意義と問題

おわりに

野 裕 治

近年わが国における官僚制組織の分析は， 独り社会学の独占的研究領域では

なく経営学，特に経営組織論研究者たちによって様々な形で誠みられつつある。

これは一面では， 多国籍企業に代表されるところの大量生産・大量消費を旨と

する経営規模の拡大一一人的・物的資源の組織並びに管理技術の高度化一ーに

伴ういわゆる産業官僚制化現象の反映であろうし， 他面では，一国経済におい

て財政政策を軸とする国家市場の拡大一一国家独占資本主義の進展一ーに伴う

いわゆる国家官僚制の在り方が， 現代的意味をもって間われている乙との反映

でもある。 しかし，より根本的には大規模企業の内外に生起する諸問題が，結

局のところ「組織と人間」 といういわば現代社会の宿命的問題にかかわるもの

であり， その原理的考究の糸口をマルクスあるいはウェーパ一以来の官僚制論

に求めんとする態度のあらわれであろう。

官僚制の概念は研究者の分析対象， もしくは研究姿勢により様々に捉えられ

ているのだが九 組織が「個人的能力の算術的総和をこえて生み出す巨大な生
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産力によって代表される積極的な側面と， 他方では現実の組織のもとで個人が

抱いている不安や不満などに表現される否定的な側面」2）との二面性をもったも

のとして捉えられるとき，言い換えれば，組織の技術合理的側面（形式合理性）

と人間関係論的側面とを分離し， かっ統一的に捉えんとするとき，現代経営組

織に内在する基本的矛盾が実は官僚制組織の動態において最も鮮明的なかたち

で認識されるのではなかろうか。

ところで， これまでのところ，経営組織論者の射程内に捉えられたかぎりで

の官僚制論の系譜は， M. ウェーパーの古典的モデルから， R.マ一トンに代

表される官僚制逆機能論を経て， P. ブラウの動態性モデノレ， 並びにM. クロ

ジェの権力関係論へという展開をたどっている。本稿はかかる展開過程を官僚

制論の近代組織論への接近・融合過程とみなし， これまでの主要な所説を概観

したうえで， 「現代官僚制論の一応の集大成をなしとげた」3）と評される M.ク

ロジェの主著『官僚制現象J4）の中心をなすとおもわれる「権力関係」， 並びに

「官僚制的悪循環」の理論を取りあげて検討を加えたいとおもう。

〔註〉

1）イギリスの歴史社会学者 M・アJレブロウは，官僚制の現代的諸概念を整理して次

の七つに分類している。

(1) 合理的組織としての宮僚制

(3) 組織の非能率としての官僚制

(3) 官吏による支配としての官僚制

(4）行政としての官僚制

(5) 官吏による管理としての官僚制

作）組織としての官僚制

M. Albrow, Bureaucracy: Pall Mall, London, 1970 （君村自訳『官僚制』福

村出版）第5章参照。

2）中村瑞穂・権泰吉編『現代経営組織論』日本評論社 p.3.
3）岡本康雄「組織一一官僚制論の一考察」 『現代経営学の課題』有斐閣所収 p.

383. 

4) M. Crozier, Le phenomene bureaucratique. Paris: Editions du Seuil, 

1963. なお，本橋は，クロジェ自身による英訳， Thebureaucratic Phenomenon, 

University of Chicago Press. 1964. によっている。
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I.官僚制組織論の系譜

A 原形
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周知のようにウェーパーは， 官僚制を何よりもまず「支配という意味連関か

ら把握すべきであると考え」1），命令に服従する正当性の意識の種類に従って，

合法的支配，伝統的支配， カリスマ的支配の三類型を呈示し合法的支配の最も

純粋な型として「近代官僚制」支配を挙げている。 その機能的特性は（1）権限の

原則 (2）官僚階層制と審級制の原則 (3）職務活動の自立の原則 (4）職務活動の

習得可能性の原則（5）職務の専門性の原則 によって貫かれる「形式合理性」

である2）。

他方において， ウェーパーは「現代の人間世界における人間性の運命如何」3)

という現代社会に内在する基本問題を認識していた。彼が近代官僚制組織（な

いし近代経営組織）を「生きた機械」と称し，「この生きた機械は，あの死んだ

機械と手を結んで未来の隷従の容器を作り出す働きをしているJ4lとか，「機械的

生産の技術的・経済的条件に縛りつけられている近代的経済組織の， あの強力

な世界秩序たるや，圧倒的な力をもって， 現在その歯車装置の中に入り乙んで

くる一切の諸個人一一直接に経済的営利にたずさわる人々のみでなく一ーの生

活を決定しており， 将来もおそらく，化石化した燃料の最後の一片が燃え尽き

るまで，それを決定するであろう」5）と述べ「技術的優秀性」のゆえにもたらさ

れる官僚制化の不可避性をペシミスティックに措いたの乙とはよく知られてい

る。

と乙ろで，これは官僚制化の不可避性と同時に， 近代合理主義の限界を指摘

したものであり，のちの多くの社会科学者達が， 実質合理性を犠牲とする形式

合理性の貫徹の問題として様々な形で受けとめてきたものである。

湯浅起男氏は『官僚制の史的分析』（前掲書）において，かかるウェーパーの

「合理化Jの未来論に対し「特殊西ヨーロッパ的＜合理主義＞の最もありうべき

帰結だ」（p.70）と評する。また，ウェーパーがはっきりと合理的行為における主

観的意味連関と客観的因果連関との帯離を見すえていたことを指摘し，「官僚制
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を克服する方途を模索する上においては，まずなされねばならないのは，やはり

ウェーパーのペシミスティックな所論との理論的対決にほかならないであろう

…・・すなわち， ウェーパーによって開示された＜官僚制の不可脱性＞の諸契機

が歴史的存在として解明されるとき，はじめて， その突破を志向する目的意識

的実践に， 主観的意味連関と客観的因果連関との統ーを可能とする目的合理的

な行為をつけ加えることができる」（湯浅『前掲書』 p. 71）と示唆している。

〔註〕

1）湯浅越男『官僚制の史的分析J御茶の水書房 p.33.

2) M・ウェーパー『経済と社会』第一部第三章（世良晃志郎訳『支配の諸類型』

創文社 pp.3-32），第二部第九章（同訳『支配の社会学 I J pp. 3-142）参照。

3) Karl Lowith, Max Weber und Karl Marx, Archiv fur Sozialwisser店舗

chaft und Sozialpolitik, 1932. （柴田・脇・安藤訳『ウェーパーとマルクス』未

来社 p.10).

4）中村・山田訳「新秩序ドイツの議会と政府」『ウェーパ一政治・社会論集』世界

の大思想，河出書房 p.329.

5）梶山・大塚訳『プロテスタンテイズムと資本主義の精神』下巻，岩波文庫 p.245.

6）ウェーパーと同時代にあって，かかる宮僚制化の歴史的必然性を深酷にうけとめ

た政治社会学者にロベルト・ミヘルスがいる。彼は当時最大の民主主義政党であっ

たドイツ社会民主党の歴史分析を通して，組織の発展自体が寡頭的支配層を生み出

す必然性を説き，いわゆる「寡頭制の鉄則」を呈示した。日く「歴史における民主

主義の潮流はつぎつぎに押し寄せる波に似ている……民主制がある発展段階に到達

するやいなや，変質の過程が生ずる。それは貴族制的な精神を抱くようになる。そ

してまた……その社会自体の中から，これを寡頭制と非難する者が新たに登場して

くる……この癒しがたい若者の理想主義と，老人の不治の支配欲との聞の恐るべき

葛藤劇は，ついに終わるところがない。つねに新しい波が同じ岩壁に襲いかかる。

これが政党の歴史の最も奥深くに見ることのできる本質なのである。」（ロベルト・

ミヘルス著：広瀬英彦訳『政党政治の社会学』ダイヤモンド社 pp.451-452. ) 

B 修正

ウェーパー官僚制モデノレの再吟味，その先駆をなしたのは R. マ一トンであ

る。彼は基本的にはウェーパーに依拠しながらも， ウェーパーの場合，官僚制

組織構造の内部の緊張が全く無視されていることを指摘し，「規律」を維持しこ

れに服従せんとする成員の心情が，服従過剰（overconformity）をもたらし「目
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標の転倒」（displacementof goal）現象， すなわち規則主義， 形式主義， 儀

礼主義， 繁文縛礼などのいわゆる官僚制化に伴う病理現象の起る可能性を明ら

かにした。かかる現象は，本来の目的に対する「予期せざる結果」であり「逆

機能」現象だということ，つまり， 彼はシステムに対して各構成要素（項目）

が果たす機能に関して，適応ないし調整を促進する「正機能」に対して，適応

ないし調整を減殺する 「逆機能」を析出し各構成要素がシステムにもたらす諸

結果を正・逆の両面において検討する必要を説いた1）。すなわち「マ一トンは

社会構造を一枚岩的に非弾力的にみないで， 構造自体が緊張や矛盾をはらみ，

それゆえに， 社会システムは不完全な均衡ないし安定状態にしか存在しないと

みなした」2）のである。

A. クツレドナーは， マ一トンの考えを基礎に置きながら 「合理性モデル」

(Rational Model）に対する「自然体系モデノレ」（Natural-SystemModel)を

定式佑し，両者の相互作用の中に組織的緊張が生まれることを指摘し， かかる

緊張を組織動態化の源泉とみなすに至る。 「合理性モデノレ」とは， 組織を目標

実現のための合理的手段そのものとみなし， 主な分析対象を組織のフォーマノレ

な側面に置くものであり，「自然体系モデ、ノレ」とは，組織を，それ自体寄続し均

衡を維持せんと努める自生的なものと考え， 自然発生的に生まれる組織構造を

主な分析対象領域とするものである3）。

クツレドナーは，石膏工場での実態調査を通して， この二つの組織的特徴の相

互作用の中に発生する組織的緊張として次の四つを挙げているヘ

(1) 官僚制職位・規律に依拠する権威と専何技能による権威との分岐。 すな

わち，スタッフ権威とライン権威の分岐。

(2) 結果に対する上位者の圧力と正しい手続きに対する下位専門家との聞に

生ずる緊張。すなわち，結果の重視と手続きの重視との対立。

(3) 普遍的な業績主義に志向する専門家（cosmopolitans）と組織忠誠を誓う

帰属主義者 (locals）との聞に生ずる党派抗争。

(4) 合理化によって， それまで組織に貢献していた自動均衡のコントローノレ

が損傷を受けるということ。 すなわち，官僚制の合理性とシステムの均衡
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性との対立の問題。

かかる緊張は， 合理的官僚制の側面と自然体系的側面との聞に生ずる様々な

現象のトピカルな例に過ぎない。重要なことは「ウェーパーが官僚制の機能的

側面を一つのありうべき可能性として示したものであるのと同じ意味において，

マ一トンの官僚制の逆機能的側面も一つのありうべき可能性を論理的に提示し

たものであって，その意味では理念型理論であり， けっして経験的に検証され

るべき仮説として提示されているのではないj5）のに対して，クツレドナーは，両

側面に由来する組織構造内の固有な緊張を検証可能なものと捉えるだけでなく

「組織分析のモデル設計において， 緊張ないしデイレンマの問題が中核を占め

る」6）という認識のもとに，緊張そのものをモデル化することによって「二つの

モデルの総合化」7）を意図したということ，つまり，組織緊張は「理念型」から

の偏差・撹乱・偏侍なのではなく， 組織に固有に内在するという意味での「常

態」とみなしたところにある。

P. セノレズニクもまた組織を一方で能率を基準とするエコノミーないし技術

的側面をもち，他方で「適応的社会構造」（adaptivesocial structure）側面を

6ったものと把握し，前者を「組織」，後者を「制度」と称する。彼は両者の連

関，特に「組織から制度への移行」という問題をとり挙げて， 組織の目的合理

的体系に対して， 制度的環境に由来する様々な拘束要因一一システム荏続の至

上命令，成員のもつ社会的性格，社会的・文化的環境からくる諸拘束 etc.一一ー

を示し組織の構造的進化の過程を実証的に研究しているヘ

セノレズニクによれば，適応的社会構造の形成過程とは， 合理的行為体系とし

てのフォーマルな組織構造と組織外の集団ないし価値に拘束されたインフォー

マノレな勢力との緊張・デイレンマの調整過程に他ならない。彼はかかる調整要

因として，公式的ないし非公式的な「抱き込み」（cooptation）のメカニズムを

明らかにし， 他方， 相対的に定常な状態における組織の常軌的意思決定（rou-

tine decisions）と非常時における臨界的意思決定（criticaldecisions）とを区

別して制度的リーダーシップ論を展開しているわ。

p. ブラウも， やはりマ一トンの機能分析の方法を出発点としながら「組織
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の動態をデイレンマと弁証法的過程として把握する考え方」10）を展開している。

彼は公式組織のデイレンマとして (1）調整とコミュニケーション……組織全体

の有効な調整のためのヒエラルヒーの分化と問題解決のための自由なコミュニ

ケーションとのディレンマ (2）官僚制規律と専門技能 (3）集団計画と個人的イ

ニシアティヴ をとりあげ， さらに「主要受益者」を基準とする四つの組織類

型をもとに，各々について (1）組織民主主義と組織効率（組合） (2）調整とイ

ニシアティヴ（企業） (3）クライアントの福祉と専門技能（病院） (4）民主的

制御と効率（官庁） といった特有の主要なデイレンマを示し， これらを組織

の変動ないし変形をもたらす要因とみなしている 11）。

ところで，ブラウは官僚制組織の動態について「官僚制的構造は，それ自身の

構造を修正する条件を絶えず作り出す12）」と述べ， 特に官僚制組織におけるイ

ンフォーマノレ集団の潜在的機能を重視し， 組織を本質的に問題解決の過程とみ

なすことによって上記の種々のデイレンマを組織の「自発的調整」（spontane-

ous adjustment）をもたらす「変容の種子」と考えている。かくして， ブラ

ウの場合， マ一トンによって析出されクツレドナーによって定式化された常態と

しての「逆機能」現象一一それ自体， 組織に内在する対立的二側面の顕現一ー

は， インフォーマノレ集団の「調整」によって組織内部に自発的調整の諸条件を

っくりだすという「積極性」が付与され， 実質的に「正機能」へと転化せしめ

られているという乙とができょう。

以上が，ウェーパーの官僚制モデルに対して， 1940年代から50年代にかけて

アメリカで盛んに行われた実態調査に基づく主要な所説の概要である。彼らに

共通する乙とは， ウェーパーの研究成果を下敷きとしながら人間関係論の実験

とそこから引き出された知見を掃入して， 官僚制の逆機能現象を析出し，そう

することによって官僚制組織の静態的側面に対し動態的側面を付加したことに

ある。普遍的官僚制化l乙伴う形式合理性の貫徹ゆえに，人々が脱人間化され，

ヒエラノレヒーへの従属が強いられるという歴史的洞察を明示しながらも， 主と

して「合理的側面」を強調したウェーパー官僚制論の「修正Jと称するゆえん

である。
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きて，本稿で主としてとり挙げるクロジェは， 一方においてウェーパ一宮僚

制論における合理性強調側面を彼なりに批判的に継承するとともに， 他方，既

述のアメリカ官僚制論に対しても， 彼らが基本的には人間関係論の知見に大き

く影響をうけ，そのゆえのバイヤスをうけているとして， やはり実態分析を通

して「新しい視角」から官僚制組織の合理性と非合理性の両側面を把握する立

場に立って「統合的組織論」（anintegrated theory of organization)13＇を提

唱している。「新しい視角Jとは，クロジェ自身によれば「制約された合理性」

(bounded rationality）を基礎概念にしてとりわけマーチニサイモンによって

展開された「新合理主義」（neo-rationalism）ないし「戦略的分析方法」（stra-

tegic analysis methods）だという 14）。

〔註〉

1) R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, ch. I Manifest and 

Latent Functions, Glencoe Ill: The Free Press, 1957. （邦訳，現代社会学体

系 13『社会理論と機能分析』青木書店所収。特に pp.101-102, p. 464). 

2）佐藤慶幸『官僚制の社会学』ダイヤモンド社， p.187. これは同じく構造一一機

能分析の立場をとりながら，システムを構成する各要素聞の相互依寄関係を，シス

テム内ではコンスタントなもの，すでに確立されたものとして設定し社会システム

論を展開しているパーソンズとの違いを示すものでもある。

3）前者は，サン・シモンの近代組織観を源流とし，やがて官僚の「純粋技術的卓越

性」を力説したウェーパー官僚制論で定式化されたものであり，後者はオーギュス

ト・コントを源流とし，先に挙げたロベルトペヘルスによって「自成的組織変形」

として捉えられ，のちにP・セルズニクやT・パーソンズによって継承・発展させら

れている。塩原勉『組織と運動の理論』新曜社 pp.93-97. 参照。

4）塩原勉『前掲書Jpp. 98-99. 

5）佐藤慶幸『前掲書』 p.188.

6）塩原勉『前掲書』 p.99.

り向上書 p.98.

8) P. Selznick, TVA and The Grass Roots, Harper & Row, New York, 

1966. pp. 253-255.参照。

9) P. Selznick, Leadership in Administration, Harper & Row, New York, 

1957. （北野利信新訳『組織とリーダーシップ』ダイヤモンド社）参照。

10) P. M. Blau, Exchange and Power in Social Life, John Wiley & Sons, 

New York, 1964. （間場・居安・塩原共訳『交換と権力』新曜社 p.309.) 

11) P. Blau & W. Scott, Formal Organizations, Chandler, San Francisco, 
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1962. （橋本・野崎訳『組織の理論と現実』上， ミネルヴァ書房）

12) P. Blau, Dynamics of Bureaucracy, Univ. of Chicago Press, Ill. Chi-

cago, 1955. 

13) M. Crozier, Bureaucratic Phenomenon, p.150. 

14）クロジェは「特にマーチとサイモンは，制約された合理性の概念並びに合理性を

制限するさまざまな諸要因の分析を通して……われわれが，個人ないし集団の合理

性についての考察と同時に，彼等の合理性を制限する人間関係的要因（humanre-

lations factors）の影響についての考察を可能にする」（ibid.p. 150）と述べ，以

下のクロジェの事例研究において彼等の知見が重要な拠となっていることを明示し

ている。

他方，マーチ＝サイモンら自身は「……かくして，われわれは動機的諸要因を無

視する科学的管理運動から個人間コンフリクトに中心的役割を与えるゲームの理論

にたどりついた。われわれは，この議論において幾つかの点で，動機的要因と認知

的要因（motivationaland cognitive factors）の相互関係に本質があることを示

唆してきたつもりである（……力点筆者）」 (J. March & H. Simon, Organi-

zations, John Wiley & Sons, Inc. 1958, p.135）と述べており，確かに両者が

広い意味で組織における合理性と非合理性の境界領域・相互関係に限を向けている

ことは事実である。しかし，厳密な意味で動機的要因＝人間関係的要因，認知的要

因＝合理性と等置できるかどうかについては疑問である。この点については「制約

された合理性」概念の理論的適用上の問題として検討する必要があろう。また「戦

略的分析万法」という呼称は，マーチ＝サイモンあるいはバーナードのものでもな

くクロジェの命名と思われる（が適切ではない）。 (C. I. Barnard, The Funct-

ions of the Executives, 1938, pp. 202-206. および March=Simon, Organi-

zations, 1958, pp. 169-171参照）。

II. 『官僚制現象』の事例研究

A Clerical Agency 

第一の事例は，便宜上 ClericalAgency と称される郵便貯金パリ支局に関

するもので，調査は「ルーティン（常軌的活動）」の問題， すなわち，「何故全

般的ルーティン様式が進展したか」という問題に焦点が置かれる。 その基本的

要因を，組織成員の一種の独立性＝自由を守らんとする 「戦略的行動様式」に

求めんとするのがクロジェの狙いである。

さて支局全体の特徴としては， 組織の硬直性・標準化・非人格化といづた官

僚制特有の構造を備えた極めて単純かっ大規模な組織体（図 1参照）で， 各業
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Clerical Agency 

監督・検査官

熟練職員

一 般職員 i①

一般作業室 特別作業室②

図 1

備考： Agencyは，殆んど女性からなる 4,500名を擁する大規模組織。①50名構成の

ニ交代で，組織の最小単位は4名構成，②2名ないし 3名の監督官と 1名の検査

官の下で， 6名のヴェテラン職員がミスのチェックにあたる， ③約100名の両作

業室の責任者，④10個の課につき， 1名の部長，＠ 4つの部の指揮にあたる。

務単位は互いに独立的かつ平行的機能を営んでおり， 日々変わらぬリズムをも

った極く一般的な行政組織である。唯，業務量が年率10%の割合で増加してお

り， そのために職員の相対的減少一→能率至上主義の発生－→モラーノレの低下

一→離職率の増大（年率15%）一→未熟練職員の増大一一う再び生産性の圧力強化

という「悪循環J現象を呈していると指摘される。仕事のピーク時における事
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情を，クロジェは次のごとく描写している。

「非常時においては， 通常差程重要ではない監督の監視と点検が突如として

優先する。支局自体の社会体系は，短期間の危機を伴い，長期にわたる常軌的

期間の規則正しい変化に適するように設定されているように思われる。常軌的

期間中，組織の権威構造は一切非人格的行為体系の蔭に姿を消している。下位

の者達は放って置かれる。監督者達は自らの課業にのみ従事している。しかし，

危機が訪れるや一種の激しい興奮状態と神経的圧迫への完全な転換が起り， 人

々はそれに対応する。上司は積極的干渉者となることによって，また，少女達

は従属的役割に甘んじることによって1）。」

調査は「生産性とモラールの関係」，「職員の職務満足についてJ，「職員の局

に対する価値評価」，「同僚関係J，「監督や部長に対する態度と評価について」

などについて主として， 面接を通してなされた詳細なものであるが，特に「ノレ

ーティン（常軌的活動）の問題」に関連する調査結果を要約すると次の四点に

なる2）。

(1）組織に対する一体感の欠如。従業員・監督者を間わず，局の職員は組織

目標達成になんとかして参加すまいとしている乙と。 また，彼らは一体感をも

たないのみならず，局に対する直載な敵意すら示す。

(2) 自己調整。職員のモラールはたしかに低いが， 職務満足は中位の満足度

(55%）を示しており，彼らは“ぶつぶつ言いがら”それぞれ調整（adjustment)

を行っている。つまり，「職員の不満やペシミズムは，満足可能な基本的調整様

式を阻害するものではない」乙と。

(3) 集団圧力（grouppressures）が強い。個々の職員は孤立的で安定した派

関はない。 しかし一般職員（図1ー①）内部において，作業ティーム（4名）

という， 第一次集団というよりはむしろ業務カテゴリーによゥて区画された各

集団内では，待遇の平等性を第一義とする集団圧力があり， 結果的に派関形成

に対するブレーキを作り出している。

(4) 監督関係は第一次集団レベノレで、は問題を起していない。 直接対面集団閲

（例えば， 一般職員のある作業ティームと直接の上司である監督者達の間）で
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緊張が起れば， 裁定は当時者とは直接対面のない上位階層（部長）のと乙ろで

行われ， 乙れが繰り返えされることによって「緊張は，事実上直接相手を知る

(know each other）には離れすぎている集団ないし人々の間でのみ展開しう

る」状況が成立している。

かかる観察結果からクロジェは， ルーティン（常軌的活動）は上位者の依恰

ヒイキや勝手な振舞いを回避せしめ直接的権威の行使を避ける一種の防衛的機

能を果していることを指摘し， 集団的連帯性のみによって保証される個人的自

由・独立性・平等性が， 成員の個人的依存関係ないし対面関係の回避という長

年にわたる彼らの合理的判断に基づく「戦略」によって発生・定着せしめられ

でいると論じている。

〔註〕

1) M. Crozier, Bureaucratic Phenomenonon, p. 20. 

2) ibid. , pp. 50-51. 

B Industrial Monopoly 

第二の事例は，パリにある三つのタバコ専売公社工場（IndustrialMonopoly 

と時ばれる）における集中的調査と， 同じくフランス全土に点在する20の工場

に関する一般調査から得られた資料に基づく報告である（図2参照）。

乙乙では， 特に「組織システム内での権力関係並びに個人的・集団的戦略の

問題」に焦点が置かれる。 まず作業者レベ、ノレにおいて注目すべき事実は，本来

のラインの上司である監督者が生産労働者に対して影響力や統制力を失ってい

るのに対し，別のラインの保全労働者が生産労働者に強い影響力をもち， 事実

上従属せしめているという乙とである。 また，保全労働者達は，保全関係の領

域や保全労働者と生産労働者の関係に監督者達が少しでも立ち入ろうものなら，

強くこれを撃退する姿勢を一貫させており監督者達も甘ιじてこの状況を受け

入れている。かかる状況は，原料調整の困難から繁々起る「機械の故障」によ

ってもたされたものである。すなわち，全般的に規則化されている乙の工場で
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Industrial Monopoly 

主主「一一一一T一一一一一一一一一一一ー？「
是Ifl 工場長｜ I 
者 l⑤~ I . I 

ヲILj 次長｜ ｜ 

ム
会計監査官 ,, 

保全主任｜ ④
ーーー．」

課 長

、、作「一一一
業l

ぢl
ベ！

、、
、、

、、
箆！；：
．工m. 督｜③ 事務職員、、

＼ち

とl
、、、

、、

；｜生産労働者｜① ｜保全労働者｜②）

一一一一一一一一一」

生産ライン 保全ライン事務ライン

図 2

備考：①約300名（2/3女性）構成，②各工場に約50名おり，機械設備の保全にあたる。

先任権システムは極めて厳格で，一寸種のギルド的世界を形成，③職長・課長から

なり，昇進は事実上先任権にもとづく，④ 1工場につき 1名，保全部門の全責任

者。年功により昇給するのみで昇進経路なし， ⑤全員理工科大学（Polytechni0

que）出身者。卒業後2年間の実習を終え次長となり， 15～20年の閤幾つかの工

場で勤務したのち先任順に工場長となる。
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の機械の故障は， 予測困難なほとんど唯一の大きな不確実性を伴うできごとに

なっており， しかも保全労働者のみが機械の故障に対処しうる唯一の寄在だと

いうことである。生産労働者達は，生産の中断により作業が遅れ，ひいては修

理が長引くと配置転換や汚れ作業に固されることがあるので， 保全労働者の態

度（つまり修理期間〕は決定的に重要だと認識されている。

他の集団の行動が規則に拘束されrt自由裁量の余地が無い状況で不確実性領

域を活動の舞台にしている保全労働者のみは， 大きな自由裁量をもち他者に影

響を及ぼしうる権力を有しているとみなされる。 しかし，彼らの権力は公式職

位に基づ』くものではない。生産労働者の公式的上司は，図のごとく監督者であ

る。 そこで彼ら（保全労働者達）とて油断できない訳で，特に結束を固めて監

督者に対して強い態度に出るという戦略がとられているのである。

同様の現象は，管理者ティームの聞にもみられる。職制上，保全主任の職位

は次長以下だが， 日常の工場運営において保全主任が中心～的役割を果し大きな

影響力をもっている。他方，工場長や次長は高度のノレーティン化や本部への集

権化の故に，日常の運営面ではほとんど見るべき自由裁量の余地がない。従っ

て工場長や次長も保全主任の協力無しには， 円滑な工場運営は期し難い。かく

て，工場長が工場システムで主役を演ずる乙とができるのは， 作業場の新設と

か新しい設備のレイアウトの計画・実施といった大規模変革がなされる場合に

限られることになり， 工場長の戦略は，工場の技術的変革を目指して闘うこと

である。ちなみに工場長は「建築マニア」と呼ばれている。

他方，保全主任は，部下の保全労働者達と同様， 不確実性領域を確保すべく

時として成文化された規則を無視して保全システムを確立せんとする保全労働

者達を支持し，以て，事実上の立法者として振舞っている。 クロジェはさらに，

会計監査官対工場長，次長対工場長， そして保全主任対次長の閣で繰り広げら

れる闘争様式を詳述しているが，そこにわれわれは， 極めて技術合理的に整備

された官僚制組織システムの世界と， その下にあって権力・地位闘争をめぐっ

て繰り広げられる極めてリアルな人間関係的世界の二面をみることができる。
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III.「権力関係」と「官僚制的悪循環・」

クロヅェは二つの事例研究を基礎資料として， 官僚制組織における「権力の

問題」を組織理論の一般的枠組みの中で考察し， さらに，官僚制組織の逆機能

論を精織化すべく 「官僚制悪循環」論を提起する乙とによって組織一般に内在

する「二側面」の統合的把握を試みている。

A 権力関係

権力の本質的意義は，人の行為が他者の意志によって支配され， それによっ

て変えられるという点にある。 その意味で完全に合理的な組織システムのもと

では，理論上，権力関係の展開する余地はない。 しかるに現実は，古典的合理

主義者達が理想とした「完全な事物に対する管理」とは程遠い実情にあり， 乙

のことからクロジェは「いかに合理化を計っても人聞の制約された合理性に照

らして，不確実性の完全な消滅が不可能な限りにおいて， 組織には常に権力の

問題が生じてくるJlJと述べ，「制約された合理性」・「不確実性」・「自由裁量J

といった近代組織論の諸概念に依拠して「権力一不確実性」の仮設を呈示する。

すなわち「AのBに対する権力は， Bの行動を予測しうるAの能力とAの行

動に対する Bの不確実性に依在する」2）という規定である。つまり Aの有する権

力如何は，相手に対するAの「行動の予測可能性」如何と同時に，相手側の彼

に対する「行動の不確実性」如何にかかっているというものである。「行動の予

測可能性」とは， 組織成員のなすべき行為が規則や手続きに予定されており行

動がそれに基づいてなされる場合に生じるものであり， 従って「行動の不確実

性」とは， 規則・手続以外の面において当事者の有する自由裁量如何というこ

とになる。

乙の二大変数の程度に応じて， 権力をめぐる様々な行動様式が存在するわけ

だが，クロジェは基本的戦略様式として次のものを挙げる 3)0 

(1) 各集団（乃至個人）は， 自己がそれに対して何らかの自由裁量を保有し

ている領域の保：序と拡大に努める。

(2) 各集団は他の集団への依存を制限し， 脅威がヨリ大きい他の集団に対す
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る防衛手段として意味ある限り，別の特定集団への依存を受容する。

(3) 屈服以外に選択がなければ， むしろ，回避主義（retreatism）を選ぶ。

乙れらの基本的戦略の背景には， 集団（乃至個人）が行動の自由そして新た

な権力構造の形成（機会があればの話だが）に余念がない乙とと同時に， 各集

団が不確実性領域の掌握如何によっては， いつでも権力関係の最前線に登場し

うる存在だということが想定されている。 その具体的戦略についてはすでに言

及したので，乙こでは一般的議論として，監督一一部下の関係を取り挙げよう。

両者の聞では，自由裁量をめぐる二種類の権力関係が杏在する。第一は課業

それ自体に属する不確実性に基づく自由裁量であり， 第二は課業を合理化し，

ヨリ予測可能なものにするために設けられる規則の寄在に由来する自由裁量を

めぐる関係である。前者は主として部下の領分であり，後者は監督者のそれで

あるが，第一の領域が主として客観的条件にかかわるものであるのに対し， 第

二の領域が人為的・社会的に設定可能なものであることから， 両者の闘では，

主に「規則」をめぐる戦略的行動が展開される。すなわち監督者は，規則の存

在から自己の自由裁量を引き出し， ぞれを部下に対する「交渉力」として活用

せんとし， 他方，部下は監督者の権力を制限する新しい規則を設ける圧力をか

けるであろう。かくして課業の遂行を規制する諸規則の導入に関しては，「監督

者の推進一一部下の反対」現象が起り， その他人員補充，訓練，昇進の方法を

規制する諸規則の導入に関しては「部下の推進一一監督者の反対」という現象

が起る。ただし，表面上は互いに規則を支持し，相手を規則に従わせるために可

能な圧力をかけながら，他方では規則を無視した「やみ取引き（covert deals）」

を行い， そうすることによって自己の自由裁量の維持・拡大を計らんとする戦

略がとられるケースが考えられるので， 規則をめぐる両者の態度も実際には，

さほど明確には現われない場合が多い。

いずれにしろ，各集団（乃至個人）は不確実性の領域を中心に「闘争の世界」

を演じるのであるが， 他方，組織における権力関係の無制限な展開をコントロ

ールする最低限の抑制と「協調性の世界」が存在しなければならない。

権力闘争を制御するメカニズムは通常二つの方向で形成される。第一は，組
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織目標達成のための合理的な階層構造を精級化する乙とによって闘争を許容範

囲内に抑制する方向であり，その担い手は「マネジメント」である。

クロジェは課業遂行に伴う不確実性に依拠する権力を「エキスパートの権力」

(the power of the expert）と呼ぶ。課業遂行に伴う不確実性が残る限り，組

織の最下層にある人々といえどもいくばくかの自由裁量の余地があるわけで，

その意味では， この種の権力は組織の全成員が用いうるものであり不確実性領

域をめぐるあらゆる闘争状況が想定されうる。 クロジェは，かかるコンフリク

ト状況の可能性を抑制する組織的要請からマネジメント権力の必要性を説いて

いる。 すなわち，制度的構造に基づく階層秩序の確立によって下位集団を規律

で律し， 対立する主張の調停を行い，部下の行動の自由をある程度に抑える権

力なくしてはいかなる組織も機能しえないであろう，というものである。 そ乙

で管理者（マネジメント）は，一方に「合理化と規則作戦」という武器をもち，

他方で「例外を認め，あるいは規則を無視する」 という戦略を用いながら，両

者のコンビネーションを通じてエキスパート権力の展開をチェックせんと努め

るぺかかる方向での闘争の抑制において， 留意すべき点は，クロジェがマネ

ジメント権力とエキスパート権力をいずれも絶対的なものではなく， 互いに括

抗する牽制勢力とみなしていることである。

第二の方向は，各集団が「共同の場としての組織Jにおける闘争は， 一定の

ゲームのノレールに従って展開されるべきことを何らかの程度で合意する状況で

ある。 クロジェは「第二の事例」から帰納して次の四つの制約要因を挙げてい

る5）。

(1) 異なる諸集団の共在 (livetogether）の必要性。

(2) 各集団の特権（privileges）の相互依寄性。

(3) 一定・最低限の標準能率維持に関する集団聞の一般的合意。

(4) 集団的諸関係自体の安定性。

従って，かかる制約要因を考慮すれば， 組織内部における権力闘争は変動を

含みながら相当程度に制御されて，ある種の均衡状態を実現すると考えられる。
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そこでクロヲェは事例研究 (IndustrialMonopoly) で見られた闘争状況を，

「生死をかけた闘いではない」と述べ， そ乙に見られる全体システムとしての

「均衡は，ひとつの矛盾含みの均衡（aconflictive equilibrium）ではあるが，

極めて安定的な均衡であるj6）と語っている。これに対し通常のヨリ動態的均衡

状態にある組織の権力関係と，その社会的コントローノレに関して， 彼は次の三

つの仮説を皇示する九

(1) 権力関係・交渉システムがヨリ多元的かっ動態的であるほど， それに対

する社会的統制は間接的影響にまつ乙となく， 経営者によって直接的かっ意識

的に実施される。

(2) 経営者が権力闘争の展開に対して意識的に設ける限界は， 環境の圧力に

よって自ずと出てくる限界より遥かに狭い。

(3) 動態的均衡システムにおいては， 技術的領域に存在する不確実性を除去

せんとする圧力の方が， それを守らんとする集団の抵抗に勝るために変革がも

たらされ易い。

これを先のエキスパート権力とマネジメント権力の関係を含めてシェーマ化

すると，以下のごとくなろう。

安定的均衡状態にある組織（＝公共企業）では， 不確実性領域の「戦略的」

意義の強さ＝エキスパート権力の強さ＝マネジメント権力の弱志＝社会的コン

トローノレの強い影響， のもとに維持されているのに対して， 動態的均衡状態

（＝私企業）のもとでは， 不確実性領域の「戦略的J意義の弱さ＝エキスパー

ト権力の弱さ＝マネジメント権力の強さ＝社会的コントロールの弱さ， という

相対関係のもとで維持されているということになる。

B 官僚制的悪循環

クロジェはいわゆる「官僚制」的行動特性を， 単なる「逆機能」現象として

ではなく，官僚制システムの合理的構成部分として取扱おうとする。既述した

ととくマ一トンは，規律を維持しこれに服従せんとする成員の心情が「服従過

剰」をもたらし一連の目標転倒， すなわち逆機能現象を起乙すと理解していた。

これに対しクロジェは，まず「服従の問題」を取り挙げ「服従（conformity)
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は上からと下からの doublepressureとみなすべきである」8）と述べる。すな

わち下位者は「服従」をもって管理者との「交渉」手段とするのであり， 彼ら

は一万で暗黙のうちに管理・運営に協力する乙とを認めながら， 他方でそれを

利用して管理者が彼らの独立性に干渉することから逃れんとするのである。組

織の規則や集中的権力への服従は，かかる判断に基づいて受容される。従って

服従は自己の実質的独立を犠牲にしない限りにおいて許容されているのであり，

そこに上位者と下位者の交渉関係が成立する事情はすでに見てきた。 クロジェ

によれば服従に固執することによってもたらされる組織の硬直性（rigidity）は，

かかる交渉関係が安定しているときに発生するのであり， 上述の権力関係論と

の関連でいえば，組織の安定的均衡状態ということになる。

このように「交渉」視点から， 環境への適応性の欠如という逆機能現象を理

解すると次のごとくなる。管理者の採りうる唯一の武器はヨリ細かな規則の設

定，そして一層の決定権の集中であろうし， そうなると現場レベルの人々は自

らの自立性を増大するための pressureをかける乙とができなくなる。他方で，

彼らはこの逆機能（環境不適応性） を公衆との関係並びに組織内での自らの立

場を強化すべく利用せんとするであろう。かくして，彼らの「集中化」に対す

る闘いは環境（公衆） への適応力を増大すべく組織に貢献する方向でよりは，

むしろ， 自分達を守っているとの硬直性を防衛しさらに発展せしめるものとな

る。つまり，「逆機能」は「悪循環」を呈することになる。 同様の議論が， グ

Jレドナーのいわゆる「統制と監督の悪循環」論9）に対してもなされており， 要

するに「逆機能」現象は， 機械的に標準化された常軌的業務に対する人間的要

素の抵抗あるいは弱さの現われというようよりは， むしろ組織成員の合理的行

為に基づく権力闘争の安定もしくは均衡状態を示すものであり， ヨリ拡大され

た意味での「悪循環」論が必要だというのである。

かかる視点からクロジェは官僚制的悪循環の基本要素として， 事例研究に基

づき次の四点を挙げている。

(1) 非人格的規則の発展

(2) 意志決定の集中化
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(3) 階層聞の孤立化と集団圧力

(4) 不確実性をめぐるパラレルな権力関係

乙れらの諸現象はそれ自体が単なる「病理現象」 として扱われるべきもので

はなく，「多面的性格」をもつものと理解される。たとえば「非人格的規則の発

展」は， 個人的窓意や階層上の人的関係が発揮される余地を少なくするという

「合理的」意味をもっており，「意思決定の集中化」も，また，近代的システム

の情報の集中化に対応するもので個人的怒意を排除する側面をもっ。 ただし，

これは情報が何らかの権力関係のふるいを通して加工されることにより， 現実

から遊離する傾向も生む。 また「階層聞の孤立化」は，伝達の減少をもたらし

集団的儀礼主義の温床となるが， 他面，諸集団を越えた派閥形成をチェックす

る機能を果たす，といった具合である。 しかし，それぞれの要素が総じて「組

織の硬直化」をもたらすことは否めない。一度形成された逆機能現象は，組織

内権力闘争のフィノレターを通して一層新たな非人格性や集中化をもたらす筈だ

からである。

では，「悪循環」を通して無限に「硬直化」が進行するかというとそうではな

い。 クロジェは，官僚制組織といえども現代の適応的社会においては，変佑に

適応しなければ存続不能であることは明らかだとして「硬直性は一定範囲内に

おいて維持されうるのみであり， 逆機能による悪循環の強化も一定範囲内に留

まるであろうm」と述べる。官僚制システムは，いかにして変動するのか。そ

れは，漸進的に発生するものではなく， 一定の主要な逆機能が，ある臨界水準

を越えたときにトッフ。から下位に向って一挙に全体的に発動される変革命令，

つまり「危機的状態」を通してのみ実現される。

すなわち， クロジェにおいては組織の官僚制システムとは「産業社会の加速

度的進化が絶対的至上命令として強いる再編成を， 危機なくしては調整しえな

いほど硬直したシステムである」11）と定義される。従ってかかる組織の基本的

変動リズムは， 短期の危機的変動と長期的安定との循環的交代の動きである。

〈註〉

1) M. Crozier, Bureaucratic Phenomenon, p.158. 
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2) ibid. , p. 158. 

3) ibid. , p. 163. 

4) ibid. , pp. 163-164. 

5) ibid., pp-,167-170. 

6) ibid., p.170. 

7) ibid., p.171. 

8) ibid., p.185. 

9) A. W. Gouldner, Patterns of Industrial Bureaucracy, The Free Press 

of Glencoe, New York, 1954. （岡本・塩原訳編『産業における官僚制』ダイヤ

モンド社，第九章）参照。グノレドナーは，次の循環図式によって官僚制規則の増殖

過程を説明している。（同訳書 p.193)

低いモチベーションとーう細かな監督－→緊張－→規則
役割遂行 ↑ ｜ ｜ 

↑ L 緩和」 1

再強化 I 

10) M. Crozier, ibid. , p. 196. 

11) ibid. , p. 198. 

N.『官僚制現象』の意義と問題

以上，クロジェの中心的な論旨をたどってきたが， はじめに言及した官僚制

組織論の動向の中で意義があるとすれば， さしあたり， つぎのようにいえよ

つ。

ウェーパーが提起した「形式合理性と実質合理性の相魁」 という組織に内在

する基本的な対立（組織と人間）の問題は， クロジェに至ってヨリ「統合的」

(integrative）に理解・把握すべきものとなった。 とりわけ， 組織における下

位者の行動様式に「合理性」を付与することによって， 対立的二側面をヨリ整

合的に理解する視角を提供している。 すなわちクロジェは第ーに，人聞の本質

的属性としての「制約された合理性」に依拠して， 管理者側の権力行使の限界

と同時に被管理者側にも相当程度に「合理的に認知し行動する」能力と可能性

があることを例証することによって， 組織における権力現象の展開する可能性

と限界についての新たな示唆を与えながら， 権力現象が上主コ下の両側面にお

いて捉えられるべきだという一種の「交渉理論」を呈示したとみなしうる。

第二に，ちょうど， 人間関係論の諸発見が科学的管理に対する過剰反応とし
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て登場したのと同じような意味で，マ一トン以来の「逆機能J論が， 普遍的官

僚制化というウェーパー官僚制論を色どるペシミズムに対する過剰反応を示し

たのに対して，クロジェはかかる偏向をある程度軌道修正したといえよう。逆

機能論の悪循環論への転換の誠みである。 これは，し1かなる組織においても中

心的意味をもっ合理的・効率的側面を無視することはできないという認識のも

とで， 官僚制組織における合理的側面と逆機能的側面の相互依存・共生関係を

解明することによってウェーパーが提出した大規模組織への動的進化の過程を

明らかにせんとしたものである。

つぎに若干の不満を付加えるとすれば一一まず「権力一不確実性」の仮設に

関して。 この仮説の特徴は，現実に生起する管理者と専門家との聞の権力闘争

を説明する一視点を与えている乙とにある。 しかし両者の依害関係を基本的に

パラレノレ（対等な対立）な関係とみなしており， 明らかにエキスパート権力に

対する誇張がある。管理・統制・調整といった組織的要請としての権力ヒエラ

ルヒーに依処するマネジメント権力と， 究極的に属人的性格を有するエキスパ

ート権力を対等な関係とみなしうるかという問題がある。一般的な意味でどち

らが強いかというととは， クロジェ自身のいう「危機的状態」を想定すれば充

分である。

これは権力一不確実性モデルの有効性の範囲（乃至一般的適用可能性） に関

連する問題でもある。 クロジェの「戦略もしくは交渉」理論は，主として部下

の抵抗という普遍的にみられる諸現象を説明するものである。組織内での「行

動の予測可能性」如何を規定する規則・手続きは， 圧倒的に下位者に向けられ

たものが多い。従って，不確実性領域の保存・拡大という組織内権力関係の戦

略としての意義は， 規則・手続きから解放される（若しくは保護されている）

上位レベルに向うほど弱く，下位レベルに向うほど強いはずである。 ちなみに

部下の場合，不確実性領域の保存・拡大戦略は， 組織における弱い立場からく

る抵抗の証左であって （その意味で普遍性をもっ）その戦略も防衛的戦略以上

のものではない。従って，不確実性を媒介項とする権力の定義は，主として組

織の下位レベルにおいて有効性をもつものであり， 全体レベノレで、有効で、あるた
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めにはよりフォーマノレなマネジメント権力の定義で補足される必要があろう。

加えて，クロジェはマネジメント権力の発生基盤を， 不確実性領域をめぐる

あらゆるレベルでのエキスパート権力の展開を抑制する必要性に求めているが，

管理者が現実にかかる役割・機能を担っているのは事実としても， まず管理者

のフォーマノレな権限ヒエラルヒーが存在し， しかるのちに，エキスパー卜権力

の展開する可能性と限界を論ずべきであり， この点権力の発生様式を転倒させ

ているようである。

「宮僚制的悪循環」に関していえば， クロジェはいわゆる官僚制的逆機能現

象を一方で組織成員の行動に「合理性」を付与し， 他方で組織構造を長期的に

考察することによって「悪循環」現象と捉え直した。 その限りにおいて逆機

能論の精級化をもたらしたといえよう。 しかし組織成員（特に下位者）の「合

理性」は， あくまでも自らの自由・平等・独立性を防衛するための戦略的行為

でしかないのであって， 組織システム全体の有効性を阻害しないという保証は

ない。主観的合理性が客観的合理性にあい反するところに「逆機能問題」があ

るとすれば， クロジェも認める「組織の硬直化」現象は逆機能以外の何もので

もない。 また官僚制組織システムの変動について，短期の危機と長期的安定と

いう循環リズムを示しているが， 一定の主要な逆機能が増殖して到達するとい

う臨界点は， 結局のところ組織のトップ層の現状認識に委ねられているのであ

って， 乙れをもって変動メカニズムが積極的に明らかにされたとはいえないよ

うにおもう。

それにしても， 権力関係論でみる限り，管理者と被管理者という基本的に支

配・服従関係にある人聞の行動様式を戦略的行動という視角から交渉関係とみ

なすことによって， 理論的に両者を対等関係に置き，結局，組織の対立的二側

面を適応的「共寄」関係に置換するというある種の「現状合理化」を内包して

いることも否めない。 もっともこの点は，クロジェもまたアメリカ官僚制論者

にならって「機能主義」的分析方法を採用しながらも 「変化」への止自によ

って，機能主義者にありがちな相互依存関係の解明に伴う 「自己満足的是認」

(complacent approbation)1＞からの脱出を企図しており，との変動過程への執
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着は， 彼が組織システムの官僚制化のプロセスを解明する際の重要な視点であ

ると同時に， 官僚制のミクロ分析－→マクロ分析への上向・視野拡大を可能と

した媒介環ともなっているの。 クロジェは絶えず組織システム自体の変動過程

（動的進化）に眼を向けることによって，かろうじて， 機能主義的哲学（自己

満足的是認）に陥入ることを免れているといえよう。 したがって， 「自己満足

的是認」ないし「現状合理化」のそしりは，むしろ，クロジェが『官僚制現象』

において最も有効な分析用具として採用したと自称し，また， 近代組織論の最

も枢要な業績として評価されてもいる「意思決定論」並びに「ゲームの理論」

そのものにヨリ一層妥当するというべきかも知れない。

〔註〕

1) M. Crozier, Bureaucratic Phenomenon, p. 8. 

2）クロジェは主著，第四部文化現象としての官僚制 において「全体社会のレベ

ルで， （官僚制的……筆者）逆機能並ぴに官僚制的悪循環の寄在が示されるであろ

うか」（p.212）という聞いのもとに，極めて推論的ではあるが，若干の比較文化論

的考察並びに加速度的産業社会の進化のもとでの社会システムの均衡と革新の形成

メカニズムを解明せんと試みている。これはフランス社会システムを中心に論じた

ものであるが，社会変動論への興味深い示唆を含んでいる。別の機会にとりあげた
し、。

おわりに

最後に，本稿ではとくにとり挙げなかったが， 官僚制組織論の顕著な動向の

ーっとして， v人間観， とりわけ組織における下位集団に対する「観方」の推移

の問題がある。

クロジェは「古典的組織論では， 労働者はあたかも手を持つだけの存在とし

て取扱われていた。 それに対して人間関係論は，彼らが上位者の決定に対して

反応する感情をもっていることを強調する。しかし，人聞はいうまでもなく『手

とハートJのみをもっ存在で、はない。彼は同時に『頭』をもっている l 乙れは

人聞が自ら意思決定を下し，また， 自己のゲームを演じる自由を備えた寄在で

あることを示しているりと述べ，主として情動的行為によって特徴づけられた
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人間関係論的「観万」ではなく，組織における下位集団を， 制約されてはいる

が相当程度に合理的行動を行いうる人格的に「自由な主体」（free・ agents）と

捉えて一種の交渉理論を展開した。 その限りで一定の成果を収めたといえる。

しかし，組織における下位集団の「自由」は， 日常的経験に照らして，大きく

制約されているのが実情である。「不自由性」を強調し過ぎるのは，非現実的だ

としても，「自由性」が一面的に強調され，かっ，それが極度に「功利主義」的

な人間観と結合することによって， 逆の意味の非現実的理論へと展開する可能

性をも苧んでいる。権力一→権威，闘争一一〉コンフリクト，敵対一一〉交渉，更

に服従－→交換という一連の分析タームの置換は， クロジェの所説を含めて，

近年の組織理論一般に共通する傾向である2）。かかる傾向は， 一見，分析対象

領域の拡大， そして理論の一般性ないし包括性を高めたという印象を与えるが，

現実に生起する組織問題の本質を解明するという観点からみれば， ある種の逆

行を含んでいるようにおもわれる。次稿では，上記の傾向そのものに焦点をあ

てる乙とにしたい。

〔註〉

1) M. Crozier, ibid., p.149. 

2）本稿 I.官僚制組織論の系譜 で言及した P・ブラウは，その後「自発的調整」

の概念を社会心理学的「交換」の理論（G・ホマンズ）で補強・拡充せしめ「社会

的交換」視点から権力関係を説いている。彼によれば交換の原理は「他者Bに報酬

となるサーヴィスを供与する個人Aは，その他者Bに“義務”を負わせる。この義

務を果たすためにBはお返しとしてAに利益を提供しなければならない」というも

のであり，社会的交換とは「他者が返えすと期待されるところの返礼によって動機

づけられる諸個人の自発的行為」と定義される。 （つまり交換とは，利益と義務の

交換を意味する。）交換視点から権力関係を捉えると，当事者間で一方は，相手が

必要とするサーヴィスないし利益をくりかえし供与することにより，その返報とし

て自己の要求に対する相手の服従を獲得し，他方は必要な利益を得続けるために相

手の要求にしたがうという犠牲を払うのである。つまり，服従は，義務の履行によ

って相手への依容すなわち借りを相殺しえない状態とみなされ，権力の行使は，相

手からの義務の履行を強いることであるゆえ，権力資源の減耗を意味する。そこで

権力の座を維持する者は，権力を行使しながら……なるべくそれを抑制して……新

たな義務を作り出し権力を「拡充」するといった議論が展開される。もとよりブラ

ウは「社会的交換は，有利性の徹底的な打算と愛の純粋な表現とのあいだの中間ケ
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｝スであるJと述べ，人間のすべての行為を交換の原理で説かんとするものではな

いが， 「功利主義J的人間観を基礎に展開される議論の代表的なものといえよう。

(P. Blau, Exchange and Power in Social Life, 1964. 前掲訳書『交換と権

力』参照）




